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令和５年度黒石市事業者物価等高騰対策補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、電気料金、燃料費等の高騰の影響を受けている市内の事業者を

支援するため、予算の範囲内において黒石市事業者物価等高騰対策補助金（以下「補

助金」という。）を交付することについて、黒石市補助金等の交付に関する規則（昭

和６０年黒石市規則第７号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、中小企業

基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号に掲げる中小企業者又はそ

の他の事業を営む法人（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第５号に規定

する公共法人及び中小企業者以外の法人を除く。）であって、次に掲げる要件の全

てに該当するものとする。 

(1) 市内に本社又は主たる事業所を有していること。 

(2) 令和５年６月３０日以前から事業を営み、及び補助金の交付を申請する日（以

下「申請日」という。）において事業を継続し、かつ、補助金の交付を受けた後

も事業を継続する意思があること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者とし

ないものとする。 

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に定める営業を行う者 

(2) 黒石市暴力団排除措置要綱（平成２４年黒石市告示第１０３号）第２条第８号

に規定する排除措置対象者 

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業を営む者 

(4) 公序良俗に反する事業を営む者 

(5) 次に掲げる市税等の滞納がある者 

ア 法人である場合には、補助対象者に課税されている法人市民税、固定資産税
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及び軽自動車税 

イ 個人事業者である場合には、補助対象者に課税されている市県民税、固定資

産税、軽自動車税及び国民健康保険税（市外に住所を有する個人事業者である

場合は、住所を有する市町村が課税する税等を含む。） 

(6) 前各号に掲げる者のほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める

者 

（補助金の額等） 

第３条 補助金の額は、次に掲げるいずれかの方法により算出した額とし、５万円を

上限とする。ただし、算出された額に１，０００円未満の端数があるときは、当該

額を切り捨てた額とする。 

(1) 法人税法第７４条、所得税法（昭和４０年法律第３３号）第１２０条又は地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２の規定による申告書（以下「確

定申告書類」という。）を提出した場合は、直近の事業に係る経費として申告し

た水道光熱費等（電気料、上水道料、下水道料、ガス代、灯油代、軽油代、重油

代及びガソリン代をいう。以下同じ。）の合計額を１２で除した額とする。ただ

し、申告した事業の期間が１２月に満たない場合は、当該期間の月数で除した額

とする。 

(2) 令和５年１月１日以後に事業を開始した個人事業者又は事業開始後１年未満で

あって、確定申告書類を提出していない法人にあっては、事業を開始した日から

申請日までに支払った水道光熱費等の合計額を、事業を開始した日の属する月か

ら申請日の属する月の前月までの月数で除した額とする。 

２ 前項の場合において、農業生産部門の事業に係る水道光熱費等の額があるときは、

当該額を除くものとする。 

（交付申請等） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、黒石市事

業者物価等高騰対策補助金交付申請書兼請求書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添付し、市長に提出しなければならない。 



－3－ 

(1) 令和４年１２月３１日までに事業を開始した個人事業者は、令和４年分の確定

申告書第一表又は住民税申告書及び青色申告決算書又は収支内訳書の写し（収受

日印又はｅ－Ｔａｘの受信通知（以下「収受日付印等」という。）があるものに

限る。）。ただし、収受日付印等がない場合は、提出する確定申告書類の年度の

納税証明書（その２所得金額用）（事業所得金額の記載のあるもの）を添付する

ことで収受日付印等に代えることができる（以下この条において同じ。）。 

(2) 法人は、事業に係る直近の決算に係る法人税確定申告書（別表一）、水道光熱

費等の額が分かる損益計算書及び法人市民税確定申告書の写し（収受日付印等が

あるものに限る。） 

(3) 確定申告書類で、水道光熱費等を水道光熱費等以外の科目で記載している場合

は、水道光熱費等に係る額が分かる通帳、帳簿、領収印のある領収書等の写し。

ただし、支払先、支払内容、支払時期及び支払金額が確認できるものに限る（以

下この条において同じ。）。 

(4) 令和５年１月１日以後に事業を開始した個人事業者又は事業開始後１年未満で

あって、確定申告書類を提出していない法人にあっては、事業を開始した日を証

明するもの及び事業を開始した日の属する月から、申請日の属する月の前月まで

に支払った水道光熱費等の額が分かる通帳、帳簿、領収印のある領収書等の写し 

(5) 市税等の滞納がないことを証明する書類（市外に住所を有する個人事業者に限

る。） 

(6) 申請者本人の身分証明書の写し 

(7) 振込先口座の通帳（金融機関名、本支店名、口座番号、口座名義等が分かるペ

ージ）の写し 

(8) その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定による交付申請は、令和５年１１月３０日までに行うものとし、１補

助対象者につき１回に限るものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると

認めるときは、この限りでない。 

（補助金の交付決定及び額の確定等） 
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第５条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補

助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定し、及び確定したときは、黒石市

事業者物価等高騰対策補助金交付決定兼確定通知書（様式第２号）により申請者に

通知し、補助金を申請者に交付するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金を交付しないことを決定したときは、黒石市

事業者物価等高騰対策補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、その旨及び

理由を申請者に通知するものとする。 

４ 補助金は、口座振込により交付する。 

（交付決定の取消し等） 

第６条 市長は、補助金の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）が次の各

号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、及び返還を求め

ることができる。 

(1) この要綱に違反したとき。 

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

(3) その他市長が不適当と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合、黒石市事業者物価等高騰

対策補助金交付決定取消通知書（様式第４号）により補助事業者に通知するものと

する。 

（帳簿及び関係書類の保管） 

第７条 補助事業者は、収支に関する帳簿を備え、関連書類を整理するとともに、こ

れらの帳簿及び書類を、補助金の交付を受けた年度の翌年度の４月１日から起算し

て５年間保管しなければならない。 

２ 市長は、必要と認めるときは、補助事業者に対し、前項に規定する書類の提出を

求めることができる。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。  
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附 則 

この告示は、公示の日から施行する。 

 


